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【手続補正書】
【提出日】平成28年3月14日(2016.3.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ざ瘡菌の１６Ｓ　ｒＤＮＡに基づく前記ざ瘡菌のＲＴ６菌株を含む有効量のプロバイオ
ティクスを含む、ざ瘡の治療に使用するための組成物。
【請求項２】
　ざ瘡菌のＲＴ６菌株を含む組成物。
【請求項３】
　前記菌株が配列番号５１、配列番号５２、配列番号５３、または配列番号５４と少なく
とも９５％の相同性を有する、請求項１または２に記載の組成物。
【請求項４】
　試料がざ瘡を引き起こすざ瘡菌の菌株を有するかどうかを判定するための方法であって
、前記方法は、
前記試料から細菌ＤＮＡを単離することと、
前記細菌ＤＮＡから１６ＳリボソームＤＮＡを増幅することと、
前記増幅されたＤＮＡ生成物を配列決定することと、
ざ瘡菌の菌株の１０個の主要なリボタイプ（ＲＴ）のＲＴ１～ＲＴ１０（配列番号１～１
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０）のうちの１個以上に基づいて前記ＤＮＡをタイプ分類することと、
を含み、前記タイプ分類が、前記試料がＲＴ１～ＲＴ１０のうちの１個以上を有するかど
うかを判定することによって生じ、前記試料がＲＴ４、ＲＴ５、ＲＴ７、ＲＴ８、ＲＴ９
、またはＲＴ１０を有する場合、前記試料がざ瘡を引き起こすざ瘡菌の菌株を有する、方
法。
【請求項５】
　ざ瘡菌の菌株の５個の主要なマイクロバイオーム型のうちの１個以上に基づいて前記Ｄ
ＮＡをタイプ分類することを含み、前記試料がマイクロバイオームＩＶまたはＶにタイプ
分類された場合、前記試料がざ瘡を引き起こすざ瘡菌の菌株を有する、請求項４に記載の
方法。
【請求項６】
　試料がざ瘡を引き起こすざ瘡菌の菌株を有するかどうかを判定するための方法であって
、前記方法が、
前記試料から細菌ＤＮＡを単離することと、
１個以上のプライマーセットを使用して前記ＤＮＡを増幅することと、
前記増幅されたＤＮＡを、配列番号２９～３２および８２～４３４のうちの少なくとも１
個と少なくとも９５％の相同性を有する配列の存在について解析することと、
を含み、配列番号２９～３２および８２～４３４のうちの少なくとも１個と少なくとも９
５％の相同性を有する配列が前記試料に存在する場合、前記試料がざ瘡を引き起こすざ瘡
菌の菌株を有する、方法。
【請求項７】
１個以上のプローブを使用して前記増幅されたＤＮＡを検出することと、
前記プローブのシグナルを、遺伝子座１（配列番号２９および８２～９７のうちの少なく
とも１個と少なくとも９５％の相同性を有する少なくとも１個の配列）、遺伝子座２（配
列番号３０および９８～１８６のうちの少なくとも１個と少なくとも９５％の相同性を有
する少なくとも１個の配列）、遺伝子座３（配列番号３１および１８７～４２３のうちの
少なくとも１個と少なくとも９５％の相同性を有する少なくとも１個の配列）、および／
または遺伝子座４（配列番号３２および４２４～４３４のうちの少なくとも１個と少なく
とも９５％の相同性を有する少なくとも１個の配列）の存在について解析することと、
を含み、遺伝子座１～４のうちの１個以上が前記試料に存在する場合、前記試料がざ瘡を
引き起こすざ瘡菌の菌株を有する、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記１個以上のプライマーセットのプライマーが、（遺伝子座１について）配列番号１
１、１２、１７、および１８、（遺伝子座２について）配列番号１３、１４、２０、およ
び２１、（遺伝子座３について）配列番号１５、１６、２３、および２４、ならびに（遺
伝子座４について）配列番号２６および２７から選択される、請求項６または７に記載の
方法。
【請求項９】
　前記１個以上のプライマーセットのプライマーが、（遺伝子座１について）配列番号１
１、１２、１７、および１８、（遺伝子座２について）配列番号１３、１４、２０、およ
び２１、（遺伝子座３について）配列番号１５、１６、２３、および２４、ならびに（遺
伝子座４について）配列番号２６および２７から選択され、前記１個以上のプローブが、
（遺伝子座１について）配列番号１９、（遺伝子座２について）配列番号２２、（遺伝子
座３について）配列番号２５、および（遺伝子座４について）配列番号２８から選択され
る、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　熱失活させたざ瘡菌の菌株、前記菌株の弱毒化されたタンパク質、またはそれらの組み
合わせを含む、ざ瘡菌に起因するざ瘡の予防および／または治療のためのワクチンであっ
て、前記菌株が、ＲＴ４菌株、ＲＴ５菌株、ＲＴ７菌株、ＲＴ８菌株、ＲＴ９菌株、また
はＲＴ１０菌株である、ワクチン。
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【請求項１１】
　前記熱失活させたざ瘡菌の菌株、弱毒化されたタンパク質、またはそれらの組み合わせ
が、遺伝子座１（配列番号２９および８２～９７）、遺伝子座２（配列番号３０および９
８～１８６）、遺伝子座３（配列番号３１および１８７～４２３）、および遺伝子座４（
配列番号３２および４２４～４３４）のうちの少なくとも１個に特異的である、請求項１
０に記載のワクチン。
【請求項１２】
　ざ瘡の個人化された治療に使用するためのファージを含む組成物であって、前記個人化
された治療は、
対象に影響を与えているざ瘡の菌株を判定するステップ、および
ＲＴ４菌株、ＲＴ５菌株、ＲＴ７菌株、ＲＴ８菌株、ＲＴ９菌株、ＲＴ１０菌株、マイク
ロバイオームＩ型、マイクロバイオームＩＩ型、マイクロバイオームＩＩＩ型、マイクロ
バイオームＩＶ型、マイクロバイオームＶ型、ＩＢ－３菌株を伴うマイクロバイオームＩ
型、および／またはプロピオニバクテリウムフメルシイを特異的に対象とした有効量の少
なくとも１個のファージを前記対象に投与するステップ、
を含む、組成物。
【請求項１３】
　前記ファージが、ＰＨＬ１１３Ｍ０１（配列番号３６）、ＰＨＬ１１１Ｍ０１（配列番
号３３）、ＰＨＬ０８２Ｍ００（配列番号４７）、ＰＨＬ０６０Ｌ００（配列番号３４）
、ＰＨＬ０６７Ｍ１０（配列番号４２）、ＰＨＬ０７１Ｎ０５（配列番号４１）、ＰＨＬ
１１２Ｎ００（配列番号３５）、ＰＨＬ０３７Ｍ０２（配列番号４５）、ＰＨＬ０８５Ｎ
００（配列番号４６）、ＰＨＬ１１５Ｍ０２（配列番号４３）、ＰＨＬ０８５Ｍ０１（配
列番号４４）、ＰＨＬ１１４Ｌ００（配列番号３７）、ＰＨＬ０７３Ｍ０２（配列番号４
０）、ＰＨＬ０１０Ｍ０４（配列番号３８）、およびＰＨＬ０６６Ｍ０４（配列番号３９
）から選択される、請求項１２に記載の組成物。
 
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　更に別の実施形態では、本発明は、対象におけるざ瘡を診断するためのキットを提供し
、前述のキットは、配列番号１１～１８、２０、２１、２３、２４、２６、および２７か
らなる群から選択される少なくとも１個のプライマー、配列番号１９、２２、２５、およ
び２８からなる群から選択される少なくとも１個のプローブ、および使用説明書を含む。
　本発明は、例えば以下の項目も提供する。
（項目１）
　個人がざ瘡を有しているかどうかを判定する方法であって、
　　　個人から皮膚試料を取得することと、
　　　前記試料から細菌ＤＮＡを単離することと、
　　　前記試料中の１６ＳリボソームＤＮＡを増幅することと、
　　　前記増幅されたＤＮＡ生成物を配列決定することと、
　　　ざ瘡菌株の１０個の主要なリボタイプ（ＲＴ）であるＲＴ１～ＲＴ１０（配列番号
１～１０）のうちの１個以上に基づいて、前記個人のＤＮＡをタイプ分類することと、を
含み、
　前記タイプ分類が、前記個人がＲＴ１～ＲＴ１０のうちの１個以上を有するかどうかを
判定することによって生じ、前記個人がＲＴ４、ＲＴ５、ＲＴ７、ＲＴ８、ＲＴ９、また
はＲＴ１０を有する場合、前記個人がざ瘡を有すると診断される、方法。
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（項目２）
　前記個人がＲＴ４（配列番号４）、ＲＴ５（配列番号５）、またはＲＴ８（配列番号８
）を有する場合、前記個人がざ瘡を有すると診断される、項目１に記載の方法。
（項目３）
　異なる種類のざ瘡を診断するための方法であって、
　　　対象から皮膚試料を取得することと、
　　　前記試料から細菌ＤＮＡを単離することと、
　　　前記試料中の１６ＳリボソームＤＮＡを増幅することと、
　　　前記増幅されたＤＮＡ生成物を配列決定することと、
　　　ざ瘡菌の菌株の５個の主要なマイクロバイオームのうちの１個以上に基づいて前記
対象のＤＮＡをタイプ分類することと、を含み、
　前記対象がマイクロバイオームＩＶまたはＶにタイプ分類された場合、前記対象がざ瘡
を有すると診断される、方法。
（項目４）
　ざ瘡を迅速に診断するための方法であって、
　　　対象から皮膚試料を取得することと、
　　　前記試料から細菌ＤＮＡを単離することと、
　　　１個以上のプライマーセットを使用して前記ＤＮＡを増幅することと、
　　　配列番号２９～３２および８２～４３４のうちの少なくとも１個と少なくとも９５
％の相同性を有する配列の存在について、前記増幅されたＤＮＡを解析することと、を含
み、
　配列番号２９～３２および８２～４３４のうちの少なくとも１個と少なくとも９５％の
相同性を有する配列の存在がある場合、前記対象がざ瘡を有すると診断される、方法。
（項目５）
　前記増幅されたＤＮＡが、配列番号２９～３２および８２～４３４のうちの少なくとも
１個と少なくとも９９％の相同性を有する配列の存在について解析され、配列番号２９～
３２および８２～４３４のうちの少なくとも１個と少なくとも９９％の相同性を有する配
列の存在がある場合、前記対象がざ瘡を有すると診断される、項目４に記載の方法。
（項目６）
　前記増幅されたＤＮＡが、配列番号２９～３２および８２～４３４のうちの少なくとも
１個の存在について解析され、配列番号２９～３２および８２～４３４のうちの少なくと
も１個の存在がある場合、前記対象がざ瘡を有すると診断される、項目４に記載の方法。
（項目７）
　ざ瘡を迅速に診断するための方法であって、
　　　対象から皮膚試料を取得することと、
　　　前記試料から細菌ＤＮＡを単離することと、
　　　１個以上のプライマーセットを使用して前記ＤＮＡを増幅することと、
　　　１個以上のプローブを使用して前記増幅されたＤＮＡを検出することと、
　　　遺伝子座１（配列番号２９および８２～９７のうちの少なくとも１個と少なくとも
９５％の相同性を有する少なくとも１個の配列）、遺伝子座２（配列番号３０および９８
～１８６のうちの少なくとも１個と少なくとも９５％の相同性を有する少なくとも１個の
配列）、遺伝子座３（配列番号３１および１８７～４２３のうちの少なくとも１個と少な
くとも９５％の相同性を有する少なくとも１個の配列）、および／または遺伝子座４（配
列番号３２および４２４～４３４のうちの少なくとも１個と少なくとも９５％の相同性を
有する少なくとも１個の配列）の存在について、前記プローブ信号を解析することと、を
含み、
　遺伝子座１～４のうちの１個以上が存在する場合、前記対象がざ瘡を有すると診断され
る、方法。
（項目８）
　前記信号が、少なくとも９９％の相同性に基づいて遺伝子座１、遺伝子座２、遺伝子座
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３、および／または遺伝子座４の存在について解析される、項目７に記載の方法。
（項目９）
　前記信号が、１００％の相同性に基づいて遺伝子座１、遺伝子座２、遺伝子座３、およ
び／または遺伝子座４の存在について解析される、項目７に記載の方法。
（項目１０）
　前記プライマーセットのプライマーが、（遺伝子座１について）配列番号１１、１２、
１７、および１８、（遺伝子座２について）配列番号１３、１４、２０、および２１、（
遺伝子座３について）配列番号１５、１６、２３、および２４、ならびに（遺伝子座４に
ついて）配列番号２６および２７からなる群から選択される、項目４～９のいずれか一項
に記載の方法。
（項目１１）
　前記プライマーセットのプライマーが、（遺伝子座１について）配列番号１１、１２、
１７、および１８、（遺伝子座２について）配列番号１３、１４、２０、および２１、（
遺伝子座３について）配列番号１５、１６、２３、および２４、ならびに（遺伝子座４に
ついて）配列番号２６および２７からなる群から選択され、前記プローブが、（遺伝子座
１について）配列番号１９、（遺伝子座２について）配列番号２２、（遺伝子座３につい
て）配列番号２５、および（遺伝子座４について）配列番号２８である、項目４～９のい
ずれか一項に記載の方法。
（項目１２）
　熱失活させたざ瘡菌の菌株、前記菌株の弱毒化されたタンパク質、またはそれらの組み
合わせを含む、ざ瘡菌に起因するざ瘡の予防および／または治療のためのワクチンであっ
て、前記菌株が、ＲＴ４菌株、ＲＴ５菌株、ＲＴ７菌株、ＲＴ８菌株、ＲＴ９菌株、また
はＲＴ１０菌株である、ワクチン。
（項目１３）
　対象に影響を与えているざ瘡菌の菌株の１６Ｓ　ｒＤＮＡ配列解析に基づき、前記対象
に特異的であることが特定された、熱失活させたざ瘡菌の菌株、前記菌株の弱毒化された
タンパク質、またはそれらの組み合わせを含む、ざ瘡菌に起因するざ瘡の予防および／ま
たは治療のためのワクチン。
（項目１４）
　熱失活させたざ瘡菌の菌株、弱毒化されたタンパク質、またはそれらの組み合わせが、
ざ瘡菌の菌株について特定された固有のゲノムの遺伝子座、領域、または配列のうちの少
なくとも１個に特異的である、項目１２または項目１３に記載のワクチン。
（項目１５）
　熱失活させたざ瘡菌の菌株、弱毒化されたタンパク質、またはそれらの組み合わせが、
遺伝子座１（配列番号２９および８２～９７）、遺伝子座２（配列番号３０および９８～
１８６）、遺伝子座３（３１および１８７～４２３）、ならびに遺伝子座４（３２および
４２４～４３４）のうちの少なくとも１個に特異的である、項目１２または項目１３に記
載のワクチン。
（項目１６）
　ざ瘡の個人化された治療のための方法であって、対象に影響を与えているざ瘡菌の菌株
を判定することと、少なくとも１個の検出されたざ瘡菌の菌株を対象とした活性成分を用
いて前記対象を治療することとを含み、前記活性成分が、ざ瘡菌の特定の菌株を標的化す
る薬剤を含み、前記標的化薬剤が、ざ瘡と関連するざ瘡菌の菌株に対して特異的なゲノム
要素を標的化する、小分子、アンチセンス分子、ｓｉＲＮＡ、生物製剤、抗体、およびそ
れらの組み合わせを含む、方法。
（項目１７）
　ざ瘡を治療するための方法であって、
　　　ざ瘡菌の菌株の１６Ｓ　ｒＤＮＡに基づいて健康なまたは正常な皮膚と関連する少
なくとも１個のざ瘡菌の菌株を含む有効量のプロバイオティクスを投与することを含む、
方法。
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（項目１８）
　前記菌株が、ＲＴ６菌株である、項目１７に記載の方法。
（項目１９）
　前記菌株が、配列番号５１、配列番号５２、配列番号５３、または配列番号５４と少な
くとも９５％の相同性を有する、項目１７に記載の方法。
（項目２０）
　前記菌株が、配列番号５１、配列番号５２、配列番号５３、または配列番号５４と少な
くとも９９％の相同性を有する、項目１７に記載の方法。
（項目２１）
　前記菌株が、配列番号５１、配列番号５２、配列番号５３、または配列番号５４と１０
０％の相同性を有する、項目１７に記載の方法。
（項目２２）
　ざ瘡を治療するための方法であって、
　　　健康なまたは正常な皮膚と関連するざ瘡菌の菌株によって生成される有効量の代謝
産物を投与することを含み、
　前記代謝産物が、細菌培養上清、細胞溶解物、タンパク質、核酸、脂質、および他の細
菌分子からなる群から選択される、方法。
（項目２３）
　前記菌株が、ＲＴ６菌株である、項目２２に記載の方法。
（項目２４）
　前記菌株が、配列番号５１、配列番号５２、配列番号５３、または配列番号５４と少な
くとも９５％の相同性を有する、項目２２に記載の方法。
（項目２５）
　前記菌株が、配列番号５１、配列番号５２、配列番号５３、または配列番号５４と少な
くとも９９％の相同性を有する、項目２２に記載の方法。
（項目２６）
　前記菌株が、配列番号５１、配列番号５２、配列番号５３、または配列番号５４と１０
０％の相同性を有する、項目２２に記載の方法。
（項目２７）
　対象のざ瘡を治療するための方法であって、
　　　前記対象がそれぞれ、ＲＴ４、ＲＴ５、ＲＴ７、ＲＴ８、ＲＴ９、またはＲＴ１０
を有すると判定されたとき、ＲＴ４、ＲＴ５、ＲＴ７、ＲＴ８、ＲＴ９、またはＲＴ１０
を特異的に標的化する有効量の薬剤を投与することを含む、方法。
（項目２８）
　前記薬剤の投与の前に、項目１、項目２、項目４、または項目７に記載の方法を実施す
ることを更に含む、項目２７に記載の方法。
（項目２９）
　前記薬剤が、小分子、アンチセンス分子、ｓｉＲＮＡ、生物製剤、抗体、またはそれら
の組み合わせである、項目２７または項目２８に記載の方法。
（項目３０）
　健康なまたは正常な皮膚と関連するざ瘡菌のうちの少なくとも１個の菌株を含む、組成
物。
（項目３１）
　前記菌株が、ＲＴ６菌株である、項目３０に記載の組成物。
（項目３２）
　前記菌株が、配列番号５１、配列番号５２、配列番号５３、または配列番号５４と少な
くとも９５％の相同性を有する、項目３０に記載の組成物。
（項目３３）
　前記菌株が、配列番号５１、配列番号５２、配列番号５３、または配列番号５４と少な
くとも９９％の相同性を有する、項目３０に記載の組成物。
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（項目３４）
　前記菌株が、配列番号５１、配列番号５２、配列番号５３、または配列番号５４と１０
０％の相同性を有する、項目３０に記載の組成物。
（項目３５）
　ＩＢ－３系のざ瘡を診断するための方法であって、
　　　対象から皮膚試料を取得することと、
　　　前記試料から細菌ＤＮＡを単離することと、
　　　１個以上のプライマーセットを使用して前記ＤＮＡを増幅することと、
　　　配列番号５５～８１のうちの少なくとも１個と少なくとも９５％の相同性を有する
配列の存在について、前記増幅されたＤＮＡを解析することと、
　配列番号５５～８１のうちの少なくとも１個と少なくとも９５％の相同性を有する配列
の存在がある場合、前記対象がＩＢ－３系のざ瘡を有すると診断される、方法。
（項目３６）
　ざ瘡の個人化された治療のための方法であって、対象に影響を与えているざ瘡の菌株（
複数可）を判定することと、前記菌株（複数可）を特異的に対象とした有効量の少なくと
も１個のファージを前記対象に投与することと、を含む、方法。
（項目３７）
　前記対象が、ＲＴ４菌株、ＲＴ５菌株、ＲＴ７菌株、ＲＴ８菌株、ＲＴ９菌株、および
／またはＲＴ１０菌株を対象としたファージで治療される、項目３６に記載の方法。
（項目３８）
　個人に有効量のファージを投与することを含む、マイクロバイオームＩ型のざ瘡を患う
前記個人を治療するための方法であって、前記ファージが、ＰＨＬ１１３Ｍ０１（配列番
号３６）、ＰＨＬ１１１Ｍ０１（配列番号３３）、ＰＨＬ０８２Ｍ００（配列番号４７）
、ＰＨＬ０６０Ｌ００（配列番号３４）、ＰＨＬ０６７Ｍ１０（配列番号４２）、ＰＨＬ
０７１Ｎ０５（配列番号４１）、ＰＨＬ１１２Ｎ００（配列番号３５）、ＰＨＬ０３７Ｍ
０２（配列番号４０）、ＰＨＬ０８５Ｎ００（配列番号４６）、ＰＨＬ１１５Ｍ０２（配
列番号４３）、ＰＨＬ０８５Ｍ０１（配列番号４４）、ＰＨＬ１１４Ｌ００（配列番号３
７）、ＰＨＬ０１０Ｍ０４（配列番号３８）、およびＰＨＬ０６６Ｍ０４（配列番号３９
）からなる群から選択される、方法。
（項目３９）
　個人に有効量のファージを投与することを含む、ＩＢ－３菌株を伴うマイクロバイオー
ムＩ型のざ瘡を患う前記個人を治療するための方法であって、前記ファージが、ＰＨＬ０
８２Ｍ００（配列番号４７）およびＰＨＬ０７１Ｎ０５（配列番号４１）からなる群から
選択される、方法。
（項目４０）
　個人に有効量のファージを投与することを含む、マイクロバイオームＩＩ型のざ瘡を患
う前記個人を治療するための方法であって、前記ファージが、ＰＨＬ１１３Ｍ０１（配列
番号３６）、ＰＨＬ０６０Ｌ００（配列番号３４）、ＰＨＬ１１２Ｎ００（配列番号３５
）、およびＰＨＬ０８５Ｍ０１（配列番号４４）からなる群から選択される、方法。
（項目４１）
　個人に有効量のファージを投与することを含む、マイクロバイオームＩＩＩ型または優
勢なＲＴ８のざ瘡を患う前記個人を治療するための方法であって、前記ファージが、ＰＨ
Ｌ１１３Ｍ０１（配列番号３６）、ＰＨＬ１１１Ｍ０１（配列番号３３）、ＰＨＬ０８２
Ｍ００（配列番号４７）、ＰＨＬ０６０Ｌ００（配列番号３４）、ＰＨＬ０６７Ｍ１０（
配列番号４２）、ＰＨＬ０７１Ｎ０５（配列番号４１）、ＰＨＬ１１２Ｎ００（配列番号
３５）、ＰＨＬ０３７Ｍ０２（配列番号４５）、ＰＨＬ０８５Ｎ００（配列番号４６）、
ＰＨＬ１１５Ｍ０２（配列番号４３）、ＰＨＬ０８５Ｍ０１（配列番号４４）、ＰＨＬ１
１４Ｌ００（配列番号３７）、ＰＨＬ０７３Ｍ０２（配列番号４０）、ＰＨＬ０１０Ｍ０
４（配列番号３８）、およびＰＨＬ０６６Ｍ０４（配列番号３９）からなる群から選択さ
れる、方法。
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（項目４２）
　個人に有効量のファージを投与することを含む、マイクロバイオームＩＶ型のざ瘡を患
う前記個人を治療するための方法であって、前記ファージが、ＰＨＬ１１３Ｍ０１（配列
番号３６）、ＰＨＬ１１１Ｍ０１（配列番号３３）、ＰＨＬ０８２Ｍ００（配列番号４７
）、ＰＨＬ０６０Ｌ００（配列番号３４）、ＰＨＬ０６７Ｍ１０（配列番号４２）、ＰＨ
Ｌ０７１Ｎ０５（配列番号４１）、ＰＨＬ１１２Ｎ００（配列番号３５）、ＰＨＬ０３７
Ｍ０２（配列番号４５）、ＰＨＬ０８５Ｎ００（配列番号４６）、ＰＨＬ１１５Ｍ０２（
配列番号４３）、ＰＨＬ０８５Ｍ０１（配列番号４４）、ＰＨＬ１１４Ｌ００（配列番号
３７）、ＰＨＬ０７３Ｍ０２（配列番号４０）、ＰＨＬ０１０Ｍ０４（配列番号３８）、
およびＰＨＬ０６６Ｍ０４（配列番号３９）からなる群から選択される、方法。
（項目４３）
　個人に有効量のファージを投与することを含む、マイクロバイオームＶ型のざ瘡を患う
前記個人を治療するための方法であって、前記ファージが、ＰＨＬ１１３Ｍ０１（配列番
号３６）、ＰＨＬ１１１Ｍ０１（配列番号３３）、ＰＨＬ０８２Ｍ００（配列番号４７）
、ＰＨＬ０６０Ｌ００（配列番号３４）、ＰＨＬ０６７Ｍ１０（配列番号４２）、ＰＨＬ
０７１Ｎ０５（配列番号４１）、ＰＨＬ１１２Ｎ００（配列番号３５）、ＰＨＬ０３７Ｍ
０２（配列番号４５）、ＰＨＬ０８５Ｎ００（配列番号４６）、ＰＨＬ１１５Ｍ０２（配
列番号４３）、ＰＨＬ０８５Ｍ０１（配列番号４４）、ＰＨＬ１１４Ｌ００（配列番号３
７）、ＰＨＬ０７３Ｍ０２（配列番号４０）、ＰＨＬ０１０Ｍ０４（配列番号３８）、お
よびＰＨＬ０６６Ｍ０４（配列番号３９）からなる群から選択される、方法。
（項目４４）
　個人に有効量のファージを投与することを含む、プロピオニバクテリウムフメルシイと
関連する病気を治療するための方法であって、前記ファージが、ＰＨＬ１１３Ｍ０１（配
列番号３６）、ＰＨＬ１１１Ｍ０１（配列番号３３）、ＰＨＬ０８２Ｍ００（配列番号４
７）、ＰＨＬ０６７Ｍ１０（配列番号４２）、ＰＨＬ０７１Ｎ０５（配列番号４１）、Ｐ
ＨＬ０８５Ｎ００（配列番号４６）、ＰＨＬ０８５Ｍ０１（配列番号４４）、ＰＨＬ１１
４Ｌ００（配列番号３７）、ＰＨＬ０７３Ｍ０２（配列番号４０）、およびＰＨＬ０１０
Ｍ０４（配列番号３８）からなる群から選択される、方法。
（項目４５）
　対象のざ瘡を診断するためのキットであって、
　　　配列番号１１～１８、２０、２１、２３、２４、２６、および２７からなる群から
選択される少なくとも１個のプライマーと、
　　　使用説明書と、を含む、キット。
（項目４６）
　対象のざ瘡を診断するためのキットであって、
　　　配列番号１１～１８、２０、２１、２３、２４、２６、および２７からなる群から
選択される少なくとも１個のプライマーと、
　　　配列番号１９、２２、２５、および２８からなる群から選択される少なくとも１個
のプローブと、
　　　使用説明書と、を含む、キット。
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